
第

三

十

八

号

令

和

元

年

九

月

十

三

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の

防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

危
機
管
理
政
策
課)

二
二
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
福
祉
課)

二
二
六

○
岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

二
三
七

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消

(

税

務

課)

二
三
七

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(
治

山

課)

二
三
七

○
水
源
地
域
の
指
定

(
同

)

二
三
七

○
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除

(

同

)

二
三
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

二
三
八

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

揖
斐
農
林
事
務
所)
二
三
八

規

則

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
五
号

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
北
ア
ル
プ
ス
地
区
及
び
活
火
山
地
区
に
お
け
る
山
岳
遭
難
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

国
立
大
学
法
人
又
は
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
が
設
置
す
る
天
体
又
は
宇
宙
線
の
観
測
施
設
に

お
い
て
行
う
業
務

第
五
条
第
一
項
中｢

登
山
届(

別
記
様
式)｣

を｢

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面｣

に
、｢

岐
阜
県
危
機
管
理
部
防
災
課｣

を｢

岐
阜
県
危
機
管
理
部
危
機
管
理
政
策
課｣

に
、｢

防
災
課
等｣

を｢
危
機
管
理
政
策
課
等｣

に
、｢

又
は
活
火
山
地
区｣

を｢

若
し
く
は
活
火
山
地
区｣

に
改
め
、
同

条
第
三
項
及
び
第
四
項
中｢

防
災
課
等｣

を｢

危
機
管
理
政
策
課
等｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
の
改
正
規
定
及
び
別
記

様
式
を
削
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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翌
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日



岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
六
号

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中｢

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届｣

を｢

自
立
支
援
医
療(

精
神
通
院
医

療)

受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届｣

に
改
め
る
。

第
五
条
中｢

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
再
交
付
申
請
書｣

を｢

自
立
支
援
医
療(

精
神
通
院
医
療)

受
給
者
証
再
交
付
申
請
書｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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年
月

日

医
療
機
関
所
在
地

名
称

電
話

番
号

医
師
氏
名
(自
署
又
は
記
名
捺
印
)

印

⑧
備
考
(自
立
支
援
医
療
機
関
と
し
て
他
の
医
療
機
関
で
の
治
療
の
併
用
が
必
要
な
場
合
､
医
療
機
関
名
及
び
治
療
内
容
等
に
つ
い
て
記
述
)

年
月

日

医
療
機
関
所
在
地

名
称

電
話

番
号

医
師
氏
名
(自
署
ま
た
は
記
名
捺
印
)

⑧
備
考

②
発
病
か
ら
現
在
ま
で
の
病
歴

(推
定
発
病
年
月
､
発
病

状
況
､
治
療
の
経
過
等

を
記
載
)

②
発
病
か
ら
現
在
ま
で
の
病
歴

(推
定
発
病
年
月
､
発
病

状
況
､
治
療
の
経
過
等

を
記
載
)

明
治
・
大
正
・
昭
和
・
平
成

年
月

日
生
(
歳
)

推
定
発
病
時
期

年
月
頃

年
月

日
生

自
立
支
援
受
給
者
証
及
び
自
立
支
援
医
療
支
給
認
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
変
更

に
つ
い
て
､
上
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日

届
出
者
氏
名
(受
診
者
氏
名
｡
受
診
者
が
18歳
未
満
の
場
合
は
､
保
護
者
氏
名
)

岐
阜
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
様

印
保
健
所
長

様

自
立
支
援
受
給
者
証
及
び
自
立
支
援
医
療
支
給
認
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
の
変
更
に
つ
い
て
､
上
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
｡

年
月

日
届
出
者
氏
名

印
岐
阜
県
知
事

様
保
健
所
長

様

被
保
険
者
証
に
関
す
る
事
項

(記
号
及
び
番
号
・
保
険
者
名

・
受
診
者
と
同
一
の
加
入
者
・

保
険
の
種
類
)

身
体
障
害
者
手
帳
・
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
番
号

被
保
険
者
証
に
関
す
る
事
項

(記
号
及
び
番
号
・
保
険
者
名

・
受
診
者
と
同
一
の
加
入
者
・

保
険
の
種
類
)

明
治

大
正

昭
和

年
月

日

平
成

年
月

日

別
記
第
四
号
様
式
中

｢
｢を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢囲
む
｣

を｢囲
む
｡
｣

に
、

｢

を
｣

｢
に

｣

改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢自

立
支
援
医
療
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届
｣

を｢自
立
支
援
医
療
(精

神
通
院
医
療
)
受
給
者
証
等
記
載
事
項
変
更
届
｣

に
改
め
る
。

｢

を

に
、

｣
｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
を
申

請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の
定
員

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
を
申

請
し
ま
す
｡
年

月
日

開
設

者
住

所
氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

自
立
支
援
医
療
を
行
う
た
め
の
入
院
設
備
の

定
員

(別
紙
)

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

人

人

役
員
の
氏
名
､
生
年

月
日
及
び
住
所

(別
紙
10)､

(別
紙
11)

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
を
申

請
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
を
申
請
し
ま

す
｡ま
た
､
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
を
申
請
し
ま

す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

(別
紙
３
)､
(別
紙
４
)

別
記
第
九
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
六
号
中｢第

９
号
様
式
｣

を｢こ
の
様
式
｣

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
十
及
び
別

紙
十
一
を
削
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中

｢

を

｣
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上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
を
申
請
し
ま

す
｡ま
た
､
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条
第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
を
申
請
し
ま

す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
を
申

請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

略
歴 (別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

略
歴

(別
紙
)

(別
紙
１
)

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
を
申

請
し
ま
す
｡

年
月

日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事

様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事

様

職
員

の
定

数

電
話

番
号

所
在

地

名
称

職
員

の
定

数

電
話

番
号

所
在

地

名
称

(別
紙
)

〒 (別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

〒

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
別
紙
三
及
び
別
紙
四
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢
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�
上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
を
申
請
し
ま

す
｡

年
月

日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
を
申

請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事

様

職
員

の
定

数

電
話

番
号

所
在

地

名
称

職
員

の
定

数

電
話

番
号

所
在

地

名
称

(別
紙
)

〒 (別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

〒

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更

新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

59条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
を
申
請
し
ま

す
｡ま
た
､
同
条
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第
３
号
ま

で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事

様

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事

様

有
・
無

に

｣

改
め
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中

｢

を
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上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申

請
し
ま
す
｡年

月
日

開
設

者
住

所
氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
氏
名

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

の
変

更
の

有
無

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
氏
名

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更

新
を
申
請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
法
第
59条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

有
・
無

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更

新
を
申
請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
法
第
59条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更

新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申

請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
法
第
59条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

有
・
無

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢

(別
紙
１
)
｣

を｢
(別
紙
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
を

削
り
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考
標
ぼ
う
し
て
い
る
診
療
科
名
が
多
数
あ
る
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
､
精
神
通
院
医
療
に
主
に

関
係
す
る
診
療
科
名
の
み
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
｡

別
記
第
十
六
号
様
式
別
紙
一
及
び
別
紙
二
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中

｢

を

｣

｢
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上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申

請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
法
第
59条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
開

設
者

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申

請
し
ま
す
｡年

月
日

開
設

者
住

所
氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の

変
更
の
有
無

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

年
月

日
開

設
者

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

有
・
無

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更

新
を
申
請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
法
第
59条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事
様

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(育
成
医
療
・
更
生
医
療
)
の
指
定
の
更

新
を
申
請
し
ま
す
｡

年
月

日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事
様

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

住
所

氏
名
又
は
名
称

印
岐
阜
県
知
事
様

有
・
無

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢

(別
紙
１
)
｣

を｢
(別
紙
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
を

削
り
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中

｢

を

｣
｢

に
、

｣

｢

を
｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
及
び
別
紙
二
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣
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上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申

請
し
ま
す
｡

ま
た
､
同
法
第
59条

第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
36条

第
３
項
各
号
(第
１
号
か
ら
第

３
号
ま
で
及
び
第
７
号
を
除
く
｡)
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す
｡

年
月

日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事
様

保
険

医
療

機
関

コ
ー

ド

上
記
の
と
お
り
､
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第

60条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
(精
神
通
院
医
療
)
の
指
定
の
更
新
を
申

請
し
ま
す
｡年

月
日
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
訪
問
看
護
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

所
在
地

名
称

代
表
者

印
岐
阜
県
知
事
様

保
険

医
療

機
関

コ
ー

ド

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所
の
変
更
の
有
無

有
・
無

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

主
と
し
て
担
当
す
る
医
師
の
経
歴

保
険
医
療
機
関

保
険
医
療
機
関

変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

変
更
年
月
日
(変
更
事
項
ご
と
に
記
入
)

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

電
話
番
号

所
在

地

名
称

電
話
番
号

所
在

地

名
称

(別
紙
)

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

〒 〒

年
月

日

年
月

日 (別
紙
10)､

(別
紙
11)

改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢

(別
紙
１
)
｣

を｢
(別
紙
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
三
号
を

削
り
、
同
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

｢職
員
の
定
数
の
変
更
の
有
無
｣
に
お
い
て
､
直
近
の
指
定
の
申
請
(変
更
の
届
出
を
含
む
｡)

か
ら
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
､
(別
紙
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

別
記
第
二
十
号
様
式
別
紙
二
及
び
別
紙
三
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
一
を
同
様
式
別
紙
と
す
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
中｢

(別
紙
11)
｣

を｢
(別
紙
９
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
第
一
号
を
削
り
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢

(別
紙
１
)
｣

を｢第
10号
様
式
に

お
け
る
(別
紙
)
｣

に
改
め
、
同
号
を
同
様
式
備
考
第
一
号
と
し
、
同
様
式
備
考
第
三
号
を
同
様
式
備

考
第
二
号
と
す
る
。
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役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

管
理
薬
剤
師
の
氏
名

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称 (旧
)

(新
)

(旧
)

(新
)

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

略
歴 (別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

略
歴 (別
紙
２
)

(別
紙
３
)､
(別
紙
４
)

(別
紙
２
)(別
紙
)

(別
紙
１
)

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

役
員
の
氏
名
､
生
年
月
日
及
び
住
所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称

職
員
の
定
数

所
在

地

名
称

(別
紙
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

(別
紙
２
)､
(別
紙
３
)

(別
紙
１
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

(別
紙
)

(旧
)
〒

(新
)
〒

(旧
)

(新
)

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

｢略
歴
｣
及
び
｢調
剤
の
た
め
に
必
要
な
設
備
及
び
施
設
の
概
要
｣
に
関
し
て
変
更
が
あ
る

場
合
は
､
第
11号
様
式
に
お
け
る
(別
紙
１
)
及
び
(別
紙
２
)
を
添
付
す
る
こ
と
｡

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

｢略
歴
｣
に
関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
は
､
第
12号
様
式
に
お
け
る
(別
紙
)
を
添
付
す
る

こ
と
｡

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中

｢
を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
備
考
中｢

(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
に
つ
い
て
｣

を｢
｢職
員
の
定
数
｣
に

関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
｣

に
、｢

(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
を
用
い
る
｣

を｢
(別
紙
)

を
添
付
す
る
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣
改
め
、
同
様
式
備
考
中｢

(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
に
つ
い
て
｣

を｢
｢職
員
の
定
数
｣
に

関
し
て
変
更
が
あ
る
場
合
｣

に
、｢

(別
紙
１
)
か
ら
(別
紙
３
)
ま
で
を
用
い
る
｣

を｢
(別
紙
)

を
添
付
す
る
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐
阜
昭
石
株
式
会

社
名

称

江
尾

周
子

代
表
者
氏
名

岐
阜
市
竜
田
町
二
丁
目
四

番
地

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業

所
の
所
在
地

令
和
元
・

七
・
三
一

取

消

年

月

日

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
自
立
支
援
医
療
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用

紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
七
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
中｢

百
分
の
二
・
二
九
九｣

を｢

百
分
の
二
・
三
四
二｣

に
、｢

百
分
の
二
・
〇
五
七｣

を｢

百
分
の
二
・
〇
九
六｣

に
改
め
る
。

別
表
三
の
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
奥
飛�
温
泉
郷
中
尾
字
野
尻
坂
二
の
五(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
二
の
一
〇
九
、

二
の
一
一
〇

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
号

岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
四
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
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高
山
市

市

町

村

名

高
山
市

市

町

村

名

水
源
地
域
区
域
図
に
示
す
と
お
り

解
除
す
る
指
定
の
区
域

水
源
地
域
区
域
図
に
示
す
と
お
り

指

定

の

区

域

岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
、
岐
阜
県
飛�

農
林
事
務
所
及
び
高
山
市
林
政
部
林
務

課 縦

覧

場

所

岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
、
岐
阜
県
飛�

農
林
事
務
所
及
び
高
山
市
林
政
部
林
務

課 縦

覧

場

所

揖

斐

川

左

岸

用

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

県
道

道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

恵
那
市
中
野
方
町
字
野
瀬
一
五
三

九
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
四
七

五
番
一
地
先
ま
で

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和
元
・

九
・

四

認

可

年

月

日

令
和
元･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
水
源
地
域
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

水
源
地
域
区
域
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
号

次
の
と
お
り
水
源
地
域
の
指
定
の
解
除
を
す
る
の
で
、
岐
阜
県
水
源
地
域
保
全
条
例(

平
成
二
十
五

年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
四
号)

第
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

水
源
地
域
区
域
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
九
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
九
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
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岐
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